
 

公募公告 

 

令和８年２月２５日 

 

以下の物品について、見積書を提出する者を公募する。 

 

一般財団法人 救急振興財団     

理 事 長  佐々木 敦朗     

（ 公 印 省 略 ）     

                    記 

 

１ 公募件名 

  令和 8 年度における研修関係消耗品の調達について 

 

２ 納品場所 

  福岡県北九州市八幡西区大浦３丁目８番１号 

  救急救命九州研修所 研修部 

 

３ 公募内容（調達内容） 

（１）公募概要 

  ア 消耗品の詳細は、別紙の仕様書を参照のこと。 

  イ 仕様書に記載された各消耗品の単位あたりの税抜き価格（以下「単価」という）を記

載した見積書（社印等を押印した見積書とその添付として単価記入様式）を提出のこと。 

    様式は電子データ（エクセル）で提供するので、単価を記載した電子データも返送す

ること。 

  ウ すべての消耗品を調達できない応募者は、調達可能な消耗品の見積書を提出のこと。 

  エ 提出していただいた見積書の単価に基づき、消耗品毎に最低価格の単価を提出した者

と単価契約を締結する。 

  オ 単価契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

カ 消耗品の発注のタイミングは、令和７年度上半期に実施する感染防止対策強化研修及

び指導救命士養成研修、下半期に実施する救急救命士研修課程で必要となる数量を随時

発注する。 

キ 各消耗品については、単価契約に基づき随時発注することとするが、調達予定数量は

あくまでも目安であること。 

（２）納入数 

   仕様書を参照 

（３）納品日 

   発注の都度、指定する。 



 
 

４ 応募資格 

  以下のすべての要件に該当していること。 

（１）当研修所及び国又は地方公共団体等に類似案件の納入実績があること。 

（２）国や地方公共団体における入札参加有資格者名簿等に登載されている者で、福岡県内 

に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 

（３）適格請求書発行事業者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て（同法附則 

第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）がな 

されている者でないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされて 

いる者でないこと。 

（６）以下の暴力団排除対象者に該当しない者 

ア 契約の相手方として不適当な者 

（ア）法人等(個人、法人又は団体という。)の役員等(個人である場合はその者、法人 

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２

項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（イ）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（ウ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供給する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

るとき。 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき。 

（オ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 

イ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（ア）暴力的な要求行為を行う者 

（イ）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（ウ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（エ）偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為を行う者 

（オ）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 

 

 



 
 

５ 応募方法 

   応募者は、物品等調達参加申込書に必要事項を記載の上、下記の関係書類を添えて、   

令和８年３月６日（金）１５時までに下記の問い合わせ先まで郵送（必着）又は持参する

こと。 

（１）物品等調達参加申込書 

（２）国や地方公共団体における入札参加有資格者名簿等に記載されていることを証明する 

ものの写し。 

（３）適格請求書発行事業者の登録番号が確認できる書類 

（４）暴力団排除等に関する誓約書 

（５）見積書 

 

６ 説明会の開催 

  説明会は開催しない。 

 

７ その他 

（１）見積もりに関する質問は、令和８年３月３日（火）までに下記問い合わせ先まで電子メ

ール又はＦＡＸで提出（様式任意）すること。（送付後、電話で確認のこと） 

（２）応募にあたり、提出された法人または個人情報等については、当財団にて厳重管理する。 

【応募書類提出先・問い合わせ先】 

〒807-0874 

 福岡県北九州市八幡西区大浦 3丁目 8番 1号 

 救急救命九州研修所 研修部 中野 立岩 

 TEL093-602-9965 FAX093-602-9975 

 Mail： nakano-m@fasd.or.jp 

 


